
【畜舎建築利用計画の認定等の流れ】

１．畜舎等の敷地と道路との関係の特例の認定を受ける場合

申請者 石川県畜産振興・防疫対策課
①申請（県要綱様式第１号）

②審査

③認定または不認定の通知

２．畜舎利用計画の認定を受ける場合

申請者 石川県畜産振興・防疫対策課
①申請（省令様式第二号）

②審査

③認定または不認定の通知（省令様式第三号及び四号）

指定確認検査機関

3,000㎡を超える畜舎等のみで必要な技術基準事前審査

申請及び適合証の交付

３．その他の届出等
（１）工事完了届出の前に使用を開始する場合

仮仕様の認定申請申請書（省令様式第十号）
（２）申請を取り下げる場合

取下げ届出書（県要綱様式第２号）
（３）認定畜舎等の建築等（利用）を取りやめる場合

取りやめ届出書（県要綱様式第３号）
（４）工事完了の届出

工事完了届出書（省令様式第九号）
（５）利用状況報告

認定畜舎等の利用状況定期報告書（省令様式第十七号）


